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船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年９月８日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

                            

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年４月３日 ０６時２５分ごろ 

発生場所 愛知県田原市立馬埼灯台から真方位０１９°１.９海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°４１.４′ 東経１３７°０４.９′） 

事故調査の経過  平成２２年４月８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第二十八 龍
りゅう

洋
よう

丸、６９９トン 

   １３３４６７、大鷹海運株式会社 

   ６９.８０ｍ×１１.８０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

    ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成４年１１月５日 

Ｂ 漁船 乾
かん

正
せい

丸、９.７トン 

   ＡＣ２－５１６４（漁船登録番号）、個人所有 

   １９.００ｍ×３.８８ｍ×１.３８ｍ、ＦＲＰ 

    ディーゼル機関、４００kＷ（漁船法馬力数）、平成６年１月２５日

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳    

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４８年１月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年２月２３日 

    免状有効期間満了日 平成２６年６月１５日 

航海士Ａ 男性 ４６歳    

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１年３月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２０年１２月１８日 

    免状有効期間満了日 平成２６年３月２６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７０歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免許登録日 昭和４９年９月２７日 

免許証交付日 平成２０年１０月２７日 

（平成２５年１１月２８日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 負傷２人（船長Ｂ、機関士Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷中央部に擦過傷 

Ｂ 船首部に損壊 

 事故の経過 

 

Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、三河湾において約３

０８°（真方位、以下同じ｡）に船首を向けて錨泊中、錨泊当直中の航海士
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Ａが、荷役準備等の書類作成に従事していたとき、平成２２年４月３日０

６時２５分ごろ、船外に異音と衝撃を感じたことから付近を確認したとこ

ろ、Ａ船の右舷側の海上に船首部が破損した状態のＢ船を発見した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び機関士Ｂが乗り組み、愛知県蒲郡市知柄漁港を出港

し、漁場に向け、約２１８°の針路及び約１６.０ノットの速力で自動操舵

で航行中、船長Ｂが、単独で船橋当直に当たり、機関士Ｂは、機関室後方

の船尾倉庫内で仮眠をとっていた。 

船長Ｂは、Ｂ船の前方約４ＭにＡ船が錨泊中であるのを認め、Ａ船の船

尾側を通過することとし、距離が約２Ｍとなった頃、遠隔操舵装置のコン

トローラを約５°、左に転舵する操作をした後、小用のため船橋を無人と

し、７～８分間、操舵室後方の左舷側に立って小用をたしていたところ、

間近に迫ったＡ船の影に気付いたが、どうすることもできず、Ｂ船は、そ

のままＡ船とほぼ直角に衝突し、船長Ｂは、その衝撃により転倒して頭部

を打撲し、意識を失った。 

船尾倉庫内で眠っていた機関士Ｂは、大きな衝撃を感じて目覚め、頭部

からの出血により、負傷に気付いて事故の発生を知った。 

Ｂ船は、後から出漁してきた僚船にえい
・ ・

航されて帰港し、船長Ｂ及び機

関士Ｂは、共に病院に搬送された。 

診断の結果、船長Ｂは、頭部外傷と診断されて５日間の入院治療が、機

関士Ｂは、頭部挫創で１週間の創処置の継続が、それぞれ必要と診断され

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北北西、風力 ３、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項 Ｂ船は、船橋が上甲板上のほぼ中央に、機関室が上甲板下のほぼ中央に

それぞれ配置されていた。 

操舵室後方の左舷側からは、立った姿勢でも、船首のせり上がりで死角

が生じる状況となり、船首方の水平線は見えなかった。 

船長Ｂは、船橋を離れる際、天気も良く、舵も切ったし、Ａ船の他に気

になる船もいなかったので、船橋を無人にして航行しても大丈夫だと思っ

た。 

船長Ｂは、遠隔操舵装置のコントローラを操作した際、Ｂ船の船首が左

方に変化したのを確認したように思うが、記憶が定かではない。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

なし 

 Ａ船は、三河湾において錨泊中、錨泊当直に当

たっていた航海士Ａが、荷役準備等の書類を作成

しており、接近するＢ船に気付かなかったものと

考えられる。  

 Ｂ船は、三河湾を南西進中、船長Ｂが、前方で

錨泊中のＡ船の船尾側を通過することとし、遠隔

操舵装置のコントローラを操作した後、天気が良

く、舵も切った上にＡ船の他に気になる船もいな

かったので、船橋を無人にして航行しても大丈夫

だと思い込み、船橋を離れたものと考えられる。 
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 Ｂ船は、船長Ｂが、見張りを行っていなかった

ため、Ａ船に向首していることに気付かずに航行

し、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、三河湾において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が南西進中、船長Ｂ

が、前方で錨泊中のＡ船の船尾側を通過することとし、遠隔操舵装置のコ

ントローラを操作した後、船橋を離れ、見張りを行っていなかったため、

Ｂ船がＡ船に向首していることに気付かずに航行し、両船が衝突したこと

により発生したものと考えられる。 

 




